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令和５年度第８回水巻町農業委員会総会 

 

会議録（概要版） 

 

第８回農業委員会総会 

 

１．開会日時  令和５年１１月１０日（金）  午前 １０時００分 

 

２．閉会日時  令和５年１１月１０日（金）  午前 １０時３５分 

 

３．場  所  水巻町役場 ３階 ３０２会議室 

 

４．出席農業委員      

         木寺 敬一郎 会長        嶺  才 三 副会長 

２番 甲斐  洋子 委員     ３番 森田 まゆみ 委員 

４番 江藤 喜美雄 委員     ５番 小田 弘二郎 委員 

６番  竹内  國雄 委員     ７番 津田  敏文 委員 

９番 木原  年廣 委員       

 

出席推進委員 

      北部 小河  剛委員 

 

５．出席事務局員 

 事務局長   大黒 秀一    課長補佐   大辻 直樹         

係  員   入江 浩二     

 

６．欠席委員 

      １番 小林  修 委員      ８番 小田 尚德 委員 

南部 入江  弘 委員       

 

７．会議日程 

   (1) 開 会 

 

   (2) 会長挨拶 
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  (3) 議事録署名委員２名  

９番 木原 年廣 委員   ２番 甲斐 洋子 委員 

 

(4) 農地法第５条申請について 

 

(5) その他事項  

ア. 利用権の合意解約について   

イ. 令和 5 年度農業委員会研修実施予定について 

ウ. 第 56 回遠賀・中間農業祭の開催について 

エ. 今後の予定について 

 

(6) 閉会 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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第 8 回水巻町農業委員会総会 

令和 5 年 11 月 10 日  

（午前 10 時 5 分開会） 

 

木寺会長 ；             ≪挨拶≫ 

本日は、小林委員、小田尚徳委員および入江最適化推進委員から欠席の届

けが出ております。 

本日の出席については、農業委員 9 名、最適化推進委員 1 名、定足数に達し

ていますので、ただいまから令和 5 年度第 8 回農業委員会総会を開催します。 

議題（1）、会議録署名委員の指名についてを議題といたします。本総会の会

議録署名委員に、9 番木原年廣委員、2 番甲斐委員を指名します。 

 議題（2）の①農地法第 5 条申請についてを議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

事務局  ；        ≪農地法第 5条－①について説明≫ 

木寺会長 ；それでは地元の農業委員であります竹内委員から説明をお願いします。 

竹内委員 ；この土地は道筋にほとんど家が建っておりまして、ここに分譲されたら残る

は田んぼ 1 枚になります。田んぼも作りにくくなっているような状態です。

特に周りの住宅に迷惑をかけるようなこともないし、隣の田んぼに対しても

迷惑のかかるようなこともないので許可しております。 

木寺会長 ；ただいまから質疑を行います。ご意見がある場合は、挙手をお願いします。 

      江藤委員。 

江藤委員 ；7ページでちょっとお尋ねしたいことがあるんですけども、真ん中に道路位置

指定ということでありますが、それの右側のほうの水路敷も位置指定の範囲

に入っておりますが、ここの部分も道路の位置指定というで可能なんでしょ

うか。それがまず 1点。 

それから、今言いましたところ、右側に VPの 200が入るとなっていますが、

これの構造及び、このタイプの勾配が、私の見るところによりますと確認は

できないんですけれども、わかりましたら教えてください。 

以上です。 

木寺会長 ；事務局、お願いします。 

事務局  ；はい、すいません、確認をいたしまして、また、回答させていただきます。 

江藤委員 ；それで結構なんですが、位置指定の件については、ぜひお願いしたいと思い

ます。特に本来の位置指定を取られる道路の水が 2本ありまして、それを 1

本にまとめるわけですから、200の VP、しかも、河積が小さくなるようなこ

とではなくてはいけないと思いますし、勾配によっては、可能かもしれませ

んけれども、そういう、1番大切なことが抜けておりますので、その点もひと
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つ、確認だけをお願いしておきたいと思います。 

回答はもう要りません。以上です。 

木寺会長 ；事務局、確認のほうはお願いします。 

事務局  ；はい。 

木寺会長 ；他にご意見があるかたは挙手をお願いします。 

      竹内委員。 

竹内委員 ；今日、事務局の方に見ていただいたんですけれど、圃場の入口のところを半

分壊しますので、西側のほうに 1ｍ、拡張工事をするということで、業者の方

から聞いております。 

木寺会長 ；はい、そのほかに御意見がある場合は挙手をお願いします。 

質疑を終わります。 

本件の採決を行うにあたりまして、竹内委員は利害関係者となり、採決には

参加できませんので、ここで、ご退出をお願いします。 

（10：09 竹内委員退室） 

木寺会長 ；それでは、採決を行います。 

議題（2）の①農地法第 5 条申請について、議案に賛成の方は、挙手をお願い

します。 

一同   ；（挙手） 

木寺会長 ；賛成全員と認めます。 

よって議題（2）の①農地法第 5 条申請については、許可相当として福岡県へ

進達することに決しました。 

      それでは、竹内委員に入室を求めます。 

（10：10 竹内委員入室） 

木寺会長 ；次に行きます。 

議題（2）の②農地法第 5 条申請についてを議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

事務局  ；        ≪農地法第 5条－②について説明≫ 

木寺会長 ；それでは地元の農業委員である嶺委員から説明をお願いします。 

嶺副会長 ；4 ページをお願いします。赤色で囲ってあるところが今回の対象農地です。 

数年前まで畑として利用されていました。全体的にもここに家が建つことに

何も問題ないかなと思います。用水に関係することもありません。農業に関

しての影響はないところです。以上です。 

木寺会長 ；ただいまから質疑を行います。ご意見がある場合は、挙手をお願いします。 

質疑を終わります。 

それでは、採決を行います。 

議題（2）の②農地法第 5 条申請について、議案に賛成の方は、挙手をお願い
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します。 

一同   ；（挙手） 

木寺会長 ；賛成全員と認めます。 

よって議題（2）の②農地法第 5 条申請については、許可相当として福岡県へ

進達することに決しました。 

次に行きます。 

議題（2）の③農地法第 5 条申請についてを議題といたします。 

事務局の説明を求めます。 

事務局  ；        ≪農地法第 5条－③について説明≫ 

木寺会長 ；それでは、地元の農業委員である江藤委員から説明をお願いします。 

江藤委員 ；5 ページをお願いします。字図になりますが、事務局の説明のとおり周辺につ

きましては、農地、農業用水、農業排水等はございません。承諾書に生産組

合長である私の名前を出しておりますけれども、今回は、どうなのかなとい

う感じがいたしましたが、1件だけ。図面でいきますと、左側になりますが、 

ここの用悪水路のところ、民地と水路の間の感じが、少しあいてます。 

ここを、コンクリート舗装をしていただくということでお願いをいたしてお

ります。それにつきましては、7ページの図面の中で、左側のほうにコンクリ

ート舗装 14.8㎡ということで書いてございます。ここがコンクリート舗装に

なります。 

構造につきましては、8ページの構造図（西側）に、コンクリート舗装 5cm、

それから砕石 100の基礎を設置するということで記入されております。図面

上は、周辺につきましては既設ブロックということで説明をされております

が、新設につきましては構造図を見ていただいたら分かると思います。 

新しく設置するコンクリートブロックの上、コンクリート、CPもありますけ

れどもね、CPCBの上に、各々高さが違いますが、フェンスを設置するという

ことでお話は聞いております。 

それとフェンスも、南側のほうにつきましては、隣接する家屋のプライバシ

ーの問題がありますので、見えづらくするような、フェンスを設置したいと

いうところでございました。 

現物については確認はいたしておりませんが、そういう配慮をした、施工し

たいという話を伺っております。 

まとめますと、当該箇所につきましては、生産組合については、もう全くと

言っていいほど、関連はございませんが、先ほど言いましたコンクリートの

舗装の関係等々でございまして、私のほうで記名をさせていただきましたの

で説明をさせていただきました。 

それから冒頭に事務局のほうから説明がありましたが、当該箇所は違法転用
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農地であることは事実であります。 

30年ほど前からということで書いてありますけれども、私も確認はとれない

ほど、以前からこういう状況でした。 

現在おられる〇〇さんについてはですね、いつごろされたかわからないと思

います。お父さんが、周辺の宅地開発されるときに、どういうわけか、色々

されたんだろうと思っておりますので、申し訳ございませんけれども、寛大

なるご措置をお願いしたいということでつけ加えておきたいと思います。 

以上です。 

木寺会長 ；ただいまから質疑を行います。ご意見がある場合は、挙手をお願いします。 

質疑を終わります。 

それでは、採決を行います。 

議題（2）の③農地法第 5 条申請について、議案に賛成の方は、挙手をお願い

します。 

一同   ；（挙手） 

木寺会長 ；賛成全員と認めます。 

よって議題（2）の③農地法第 5 条申請については、許可相当として福岡県へ

進達することに決しました。 

次に行きます。 

その他を議題といたします。 

はじめに、利用権の合意解約について事務局の説明を求めます。 

事務局  ；      ≪利用権の合意解約について説明≫ 

木寺会長 ；この件について、ご意見がある場合は挙手をお願いします。 

      ないようなので次に行きます。 

令和 5 年度農業委員会研修実施予定について事務局の説明を求めます。 

事務局  ；     ≪令和 5 年度農業委員会研修実施予定について説明≫ 

木寺会長 ；この件について、ご意見がある場合は挙手をお願いします。 

      ないようなので次に行きます。 

第 56 回遠賀・中間地区農業祭の開催について事務局の説明を求めます。 

事務局  ；   ≪第 56 回遠賀・中間地区農業祭の開催について説明≫ 

木寺会長 ；この件について、ご意見がある場合は挙手をお願いします。 

それでは、続けて今後の日程について事務局の説明を求めます。 

事務局  ；        ≪今後の日程について説明≫ 

木寺会長 ；この件について、ご意見がある場合は挙手をお願いします。 

     次回の総会開催は 15 時からになりますので、お間違えのないようにお願いい

たします。 

それでは、全体を通して、何かご意見がありましたら、挙手をお願いします。 
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     ないようでしたら、以上で本日の日程は、全て終了いたしました。 

      これをもちまして、令和 5 年度第 8 回農業委員会総会を閉会いたします。  

 

 （午前 10時 35分閉会） 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議録署名人 

 

9 番 

  

2 番 

 


